
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する 

特定電気通信役務の基準料金指数の設定について 
 

１．背景  

 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）の提供

する加入電話等に係る料金について、平成１２年１０月１日以降プライスキャップ制度※が導入さ

れている。料金水準の上限である基準料金指数の設定に当たって必要となる生産性向上見込

率（Ｘ値）については、３年ごとに見直しが行われることとなっている。 

 

総務省において、次期（平成２４年１０月１日から３年間）に適用されるＸ値を算定する際に留

意するべき事項を検討、整理することを目的として、平成２３年１１月から、「プライスキャップの

運用に関する研究会」が開催され、当該研究会報告書（平成２４年３月２８日公表）において、Ｘ

値を消費者物価指数変動率と連動させることが適当との考え方が示されたところ。 

 

これは、ＮＴＴ東西の特定電気通信役務に係る収入・費用予測や経営効率分析の結果を踏ま

えたＸ値の試算の結果、消費者物価指数変動率を上回るＸ値も下回るＸ値も設定され得る試算

結果が得られたところ、Ｘ値を一意に定めることが困難であることやＩＰ網への移行に対する政

策の中立性及び公正競争の確保といった政策的観点も踏まえ、Ｘ値を消費者物価指数変動率

と連動させることが適当と整理されたものである。 

 

本件は、以上を踏まえて、本年１０月から明年９月末までの基準料金指数を設定することに

ついて、情報通信行政・郵政行政審議会に対し諮問を行うものである。 

 

※ 第一種指定電気通信設備を用いて提供され、競争が十分に進展しておらず、市場メカニズムを通じた適

正な料金水準の形成が困難であることが想定されるサービス（指定電気通信役務）のうち、利用者の利益

に及ぼす影響が大きい、国民生活・経済に必要不可欠なサービス（特定電気通信役務）に対して料金水準

の上限を定めるもの。実質的な料金の低廉化を図ることにより利用者の利益を確保しつつ、事業者に経営

効率化努力のインセンティブを与える規制として導入(平成１２年１０月適用開始)。 

 

２．本年１０月から明年９月末までの基準料金指数について  

 

（１） 音声伝送バスケットについて 

引き続きＸ値を消費者物価指数変動率と連動させることとし、前期の基準料金指数を維持

する。 

 

（２） 加入者回線サブバスケットについて 

音声伝送バスケットと同様、引き続きＸ値を消費者物価指数変動率と連動させることとし、

前期の基準料金指数を維持する。  

 

区分（バスケット） Ｈ２３．１０～Ｈ２４．９ Ｈ２４．１０～Ｈ２５．９ 

音声伝送バスケット ９２.７ ９２.７ 

 加入者回線サブバスケット １００ １００ 

  



参考資料 

１．プライスキャップ制度の概要 
 

２．プライスキャップの運用に関する研究会報告書概要 
 



１．プライスキャップ制度の概要 



プライスキャップ制度の概要 
 ① プライスキャップ制度の趣旨 

• 第一種指定電気通信設備を用いて提供され、競争が十分に進展しておらず、市場メカニズムを通じた適正な料金の水準の形成が困難であ
ることが想定されるサービスのうち、利用者の利益に及ぼす影響が大きい、国民生活・経済に必要不可欠なサービスに対し、料金水準の
上限を定めるもの 

• 実質的な料金の低廉化を図ることにより利用者利益を確保しつつ、ＮＴＴ東西に経営効率化努力のインセンティブを与える規制として導
入（平成１２年１０月適用開始） 
 

④ 対象サービスの料金設定 

•  ＮＴＴ東西の実際の料金指数が、バスケットごとに、基準料金指数を下回るものであれば個々の料金は届出で設定が可能 

•  基準料金指数を超える料金の設定については、総務大臣の認可が必要 

基準料金指数 ＝ 前期の基準料金指数 ×（１＋ 消費者物価指数変動率 － 生産性向上見込率 ＋ 外生的要因） 

バスケット 主な具体的料金 

音声伝送バスケット  加入電話・ＩＳＤＮ（市内、県内市外通話料）、公衆電話（通話料） 

加入者回線サブバスケット  加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金） 

•  料金水準の上限となる基準料金指数を設定し、毎年ＮＴＴ東西に通知（現在の基準料金指数は、平成２４年９月末までの適用） 

•  基準料金指数の算定式は以下のとおり定められている 

③ 料金水準の上限（基準料金指数） 

•  基準料金指数の設定に当たっては、３年ごとに合理的な将来原価の予測に基づく生産性向上見込率（Ｘ値）を設定 
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② プライスキャップ制度の対象サービス 

•  ＮＴＴ東西が提供する加入電話、ＩＳＤＮ、公衆電話等 



3 

○ これまでのプライスキャップ制度の運用 
 ・ ３年ごとに生産性向上見込率（Ｘ値）を設定し、当該Ｘ値を用いて基準料金指数を設定している。Ｘ値は、その適用期間の最終年度

に収支が相償するように算定され、具体的には次の式で表される。 
 

収入×（１＋消費者物価指数変動率－Ｘ値）＝ 費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税額 
 

 ・ これを、左辺をＸ値として整理すれば次のとおりであり、消費者物価指数変動率、費用、収入等を予測することによりＸ値を算定。 
 

    

Ｘ値＝１＋消費者物価指数変動率－ （ 費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税額）÷収入 

3 

① 第一期（平成１２年１０月～平成１５年９月） 
 ・ 音声伝送バスケットについては、期間中のＸ値（年率1.9%）により基準料金指数を設定 
 

 ・ 加入者回線サブバスケットについては、ＮＴＴ東西の施設設置負担金に係る収支について圧縮記帳前のデータが存在しないことから
具体的なＸ値を設定することは適当ではなく、Ｘ値を消費者物価指数変動率として基準料金指数を平成１２年４月の料金水準に設定 

② 第二期（平成１５年１０月～平成１８年９月） 
 ・ 音声伝送バスケットについては、ＩＰ電話の普及等による固定電話トラヒックの減少の予測が困難であり、予測値が一意に定まら

なかったことから、固定電話の料金水準が国民生活・経済に及ぼす影響を考慮し、Ｘ値を消費者物価指数変動率として前期の上限
を維持 

 

 ・ 加入者回線サブバスケットについては、前期と同様 
 

③ 第三期（平成１８年１０月～平成２１年９月） 
 ・ 音声伝送バスケットについては、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期であることを踏まえ、動態的な市場におけるＸ値を一意に定める

ことの困難性、ＩＰ網への移行に対する政策の中立性を考慮し、Ｘ値を消費者物価指数変動率として前期の上限を維持 
  

 ・ 加入者回線サブバスケットについては、前期と同様。 
 

プライスキャップ制度の運用の経緯 

④ 第四期（平成２１年１０月～平成２４年９月） 
 ・ 音声伝送バスケット及び加入者回線サブバスケットについて、前期と同様。 
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西：97.8 

東：92.9 
西：93.0 東：92.6 

西：92.6 

東：85.9 
西：86.4 

料金指数の推移 ①（音声伝送バスケット） 

基準料金指数 

実際料金指数 
（NTT西日本） 

実際料金指数 
（NTT東日本） 

東：86.2 
西：86.9 

東：92.6 
西：92.6 

東：92.7 
西：92.7 

※実際料金指数は各期の１０月１日時点のもの 

X値：1.9% X値：CPI 

市内通話料値下げ 
 
H13.1（東） 
(10円→   9円/3分) 
H13.5（東） 
（ 9円→8.5円/3分） 
H13.5（西) 
(10円→8.5円/3分） 

基本料値下げ 
H17.1 
(ダイヤル回線用、住宅用の例） 
(1,750円→1,700円(3級局)) 
(1,600円→1,550円(2級局)) 
 
施設設置負担金値下げ 
H17.3 
(72,000円→36,000円) 

東：86.6 
西：87.5 

X値：CPI 

東：87.2 
西：88.0 

東：87.4 
西：88.3 

東：87.6 
西：88.5 

X値：CPI 

東：87.7 
西：88.5 
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東：100
西：100 

東：95.8 
西：96.1 

料金指数の推移 ②（加入者回線サブバスケット） 

基準料金指数 

実際料金指数（NTT西日本） 

実際料金指数（NTT東日本） 

東：95.7 
西：95.9 

※実際料金指数は各期の１０月１日時点のもの 

東：100
西：100 

東：100
西：100 

東：100
西：100 

東：100
西：100 

X値：CPI X値：CPI 

基本料値下げ 
H17.1 
(ダイヤル回線用、住宅用の例） 
(1,750円→1,700円(3級局)) 
(1,600円→1,550円(2級局)) 
 
施設設置負担金値下げ 
H17.3 
(72,000円→36,000円) 

東：95.8 
西：96.1 

X値：CPI 

東：95.7 
西：96.0 

東：95.7 
西：96.0 

東：95.7 
西：96.0 

X値：CPI 

東：95.6 
西：95.9 

5 



２．プライスキャップの運用に関する研究会報告書 
 
 

＜概要＞ 



 
 

■ Ｘ値の算定方法 

 ①ミックス生産性準拠方式  

   事業者の収入、費用等の予測値を基に適用期間（３年間）の最終年度に対象サービスの収支が相償する水準に
Ｘ値を算定する方式 

 
     収入 ×（１ ＋ 消費者物価指数変動率 － Ｘ値）３ ＝  費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税 
 
 
 
     
    Ｘ値 ＝ １ ＋ 消費者物価指数変動率 － （費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税）÷ 収入 
 
 
 ②フル生産性準拠方式 

   全要素生産性※向上率を基にＸ値を算定する方式 

   ※全要素生産性 
 生産性とは投入量あたりの産出量をいうところ、複数の産出要素（生産量、売上高など）、投入要素（労働、資本など）があ
る場合に全ての要素を用いて計算した生産性を全要素生産性という。 

３ 

 生産性向上見込率（Ｘ値）の算定方法 

〈Ｘ値について整理〉 

■ Ｘ値算定の手順（ミックス生産性準拠方式を基本とし、フル生産性準拠方式を参考として取扱い） 

（１）ＮＴＴ東西の収入予測  … 固定電話回線数について２つのパタンで予測 

（２）ＮＴＴ東西の費用予測  … ＮＴＴ東西の費用予測と経営効率化施策を検証 

（３）適正報酬額・消費者物価指数（ＣＰＩ）変動率  … 実績データ及び政府機関等が公表している予測値を基に設定                  

（４）ＮＴＴ東西の経営効率分析 … ２つの手法（ＤＥＡ及びＳＦＡ）によりＮＴＴ東西の非効率部分を計測 

   
7   （５）Ｘ値の算定に係る考え方の整理     



 特定電気通信役務の収入予測 

■ 収入予測の考え方 

  ・固定電話の回線数について、市場構造の変化による将来の減少トレンドについて、確実な予測
を行うことが困難であることから、２つのパタンで予測 

パタンＡ：光ＩＰ電話・携帯電話などへの移行影響が今後縮小していくことを想定した予測 

パタンＢ：光ＩＰ電話・携帯電話などへの移行影響が今後拡大していくことを想定した予測 

  ・これと１回線あたりの予測単価等を掛け合わせて収入を予測 
 
 

                            
■ 収入予測（対前年度平均変化率＜平成22～26年度＞） 
 

１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 

音声伝送バスケット 加入者回線サブバスケット 

パタンＡ 
  

ＮＴＴ東 ▲９.８％ ▲９.０％ 

ＮＴＴ西 ▲９.４％ ▲８.６％ 

パタンＢ 
  

ＮＴＴ東 ▲１２.７％ ▲１１.７％ 

ＮＴＴ西 ▲１２.１％ ▲１１.２％ 
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■ 費用予測の考え方 

 ・ＮＴＴ東西が次期Ｘ値の適用期間中の費用予測、経営効率化施策を提出 

  

 特定電気通信役務の費用予測 
１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 

ＮＴＴ東西から提出された費用予測においては、退職再雇用の仕組み、ベース
アップ凍結の継続実施等の経営効率化施策が提示されているが、新規の施策は特
段なく、従前からのものを継続 

■ 費用予測の検証 

 ・ＮＴＴ東西から提出された経営効率化施策の効率化率は前回研究会報告書の効率化率と同水
準であるが、他方で固定電話回線数は今期においても大幅な減少が予測されており、過去と同
等水準の削減率では次期Ｘ値の適用期間中の減収額に費用削減が追いつかない見込み 

  

■ 個別項目の具体的な検証 

・市内線路設備の施設保全費については、固定電話稼働回線数の減少割合に応じて削減がなされ
た場合には、Ａ、Ｂどちらのパタンでも約３％ （対平成26年度予測総費用）の追加的な費用削
減の可能性あり 

9 



 特定電気通信役務の適正報酬額 

■ 適正報酬額 

  適正報酬額 ＝ レートベース × 報酬率 
 
   ※ レートベース ＝ 正味固定資産 ＋ 貯蔵品 ＋ 投資等 ＋ 運転資本 
    

■ 報酬率の算定方法 

  報酬率＝（１）他人資本比率 × 有利子負債比率 × 有利子負債利子率 
        ＋（２）自己資本比率 × 自己資本利益率 ＋ 他人資本比率 × 有利子負債以外の負債比率 × 国債利回り 

   ※ 従前の料金認可制の下では、報酬率は上限値である(１)＋(２)と下限値である(１)のみ 
    との間で事業者が選択 
 

■ 報酬率の設定 

 ・Ｘ値の試算に当たっては利用者利益と事業者利益のバランスを勘案し、中間値(上限値と下限値の
平均)を採用 

   
 
 

 算定されたＮＴＴ東西の報酬率 

１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

上限値 ３．３０％ ２．９４％ 

中間値 １．８４％ １．７８％ 

下限値 ０．３８％ ０．６２％ 
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政府等の消費者物価指数変動率予測等

実績値 予測値 （％）

機関名 タイトル（公表日） 23年 24年度 25年度 26年度 27年度

政府
平成24年度の経済見通しと経済

財政運営の基本的態度
（H23.12.22公表）

0.1

日本銀行

経済・物価情勢の展望
（H23.10.28公表）

※H24.1.24『当面の金融政策運営
について』反映

0.0～0.2 0.4～0.6

公益社団法人
日本経済研究センター

第38回中期経済予測
（2011年度－2020年度）

（H24.3.2公表）
0.1 0.1 2.1 0.5

総務省 統計局

平成22年基準
消費者物価指数

全国　平成23年平均
（H24.1.27公表）

-0.3

 消費者物価指数変動率 
１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 
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■ 消費者物価指数変動率の推計 

 前回同様、政府機関等が公表している予測値等の平均値を使用し、これらの平均値である０.０％を
消費者物価指数変動率の推計値として採用 
  



 ＮＴＴ東西の経営効率分析 

■ 経営効率分析の手法 

 ＤＥＡ※１とＳＦＡ※２の２つの手法により、ＮＴＴ東西の経営効率分析を実施 

  ※１ ＤＥＡ（Data Envelopment Analysis：包絡分析） 

   ＮＴＴ東西の支店別実績データのうち、最も効率的な分析対象（支店）の生産性を基準として他の支店の非効率性を計測 

  ※２ ＳＦＡ（Stochastic Frontier Analysis：確率論的フロンティア分析） 

      生産関数を推計し、その生産関数が確率的に不確定であるとの仮定の下、生産関数からの乖離を誤差と非効率に分離して非効

率性を計測    
 
■ 経営効率分析の結果 

 ①ＤＥＡの結果  

  ・平成21年度のＮＴＴ東西の非効率部分は各支店の営業費用（ＤＥＡにおける入力値である人件費、
物件費及び減価償却費等）の合計に対して623.2億円（7.4％）と計測 

   
 ②ＳＦＡの結果  

  ・平成21年度のＮＴＴ東西の非効率部分は特定電気通信役務の費用の合計に対して、895.5億円
（7.7％）と計測 

    

１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 

※ その他、全要素生産性向上率に基づいてＸ値を算出する方法（フル生産性準拠方式）
による試算も行い、参考値として取扱い 
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 Ｘ値の算定に係る考え方の整理（1/2） 

■ Ｘ値の試算結果 

 ・試算されたＸ値は、ＣＰＩ（0.0％）を中心にプラス・マイナス両側に分散 

 ・複数の計算結果のうち最も優位な試算結果を特定しＸ値に一意に定めることは困難 

  

１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 
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パタンＡ

・光ＩＰ電話・携帯電
話等への移行影響が今
後縮小

・今後のトレンドを単
回帰式（指数）により
予測

０

（＋）（－）

▲2.2％～▲2.4％

▲4.8％～▲5.2％

【Ｘ値】【Ｘ値】
【値上げ容認】 【値下げ促進】

ＮＴＴ東西の収支予測に基づいてＸ値を算定した場合

経営効率分析（DEA）の結果計測された非効率をすべて解消した場合

Ｘ値の試算結果

経営効率分析（SFA）の結果計測された非効率をすべて解消した場合

平成18年度から平成21年度の全要素生産性（TFP）向上率の平均値に基づいてＸ値を算定した場合

パタンＢ

・光ＩＰ電話・携帯電
話等への移行影響が今
後拡大

・今後のトレンドを単
回帰式（ゴンペルツ）
により予測

▲2.0％

CPI(0.0%)

※ 消費者物価指数変動率＝0.0％、報酬率はＮＴＴ東日本1.84％、ＮＴＴ西日本1.78％（中間値）を採用。

1.7％

▲0.6％

0.4％

ＮＴＴ東西の費用予測を検証し削減可能額を反映した場合

▲1.2％～▲1.4％

0.3％～3.0％

▲3.6％～▲4.4％

0.3％～3.0％



 Ｘ値の算定の考え方（2/2） 

 
■ Ｘ値算定についての考え方 

  ・Ｘ値を一意に定めることの困難性  

 ①固定電話回線数の減少については、固定電話以外のサービスの展開状況や利用者ニーズの動向等に影響され
ることとなるため、確実に予想することは困難 

 ②固定電話回線数が継続して減少していく中で、今後、規模の経済性がより強くマイナスに働く可能性が高ま
ることも考えられるなど、費用予測の不確実性を除去することが困難 

 ③分析に使用するデータに制約があることなどから、経営効率分析等により金額ベースで一意に改善余地を特
定することまでは困難 

 

 さらに、以下の政策的観点からも検討 

 ＩＰ網への移行に対する政策の中立性（競争ルールの中立性確保の観点） 

 ＣＰＩを必要以上に上回るＸ値を設定すると、値下げが求められることとなる結果、IP網を利用する
サービスへの移行を遅らせる誘因となる 

 ＣＰＩを必要以上に下回るＸ値を設定すると、利用者料金の値上げを容認することとなり利用者の利
益を損なう形で移行を進めることを認めることとなる 

 公正競争の確保 

 ＣＰＩを必要以上に下回るＸ値を設定すると値上げを容認することとなる結果、ＮＴＴ東西に追加的な
利潤を発生させる可能性があり、仮にこの利潤がＩＰ網の構築の原資に充当されることになれば、ＮＴ
Ｔ東西がメタル回線数における設備シェアのほとんど全てを占める市場から独占的市場への不当な内部
相互補助として公正競争の観点から問題 

 

 

Ｘ値をＣＰＩ連動とすることが適当 

 

１．収入予測 
２．費用予測 
３．報酬額・ＣＰＩ 
４．経営効率分析 
５．Ｘ値算定に係る考え方の整理 
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 プライスキャップの運用に関する今後の検討課題 

■ プライスキャップ制度の趣旨を踏まえた費用削減努力 

  ＮＴＴ東西には、インセンティブ規制であるプライスキャップ制度の趣旨を踏まえ、本研究会で
示した経営効率化施策に限定することなく経営効率化の努力を行うとともに、今後の検証のため、
経営効率化施策の効果について可能な限り把握することを期待 

 
 
■ 経営効率分析のためのデータ整備等 

  ＮＴＴ東西の支店統合により、経営効率分析のために重要なサンプル数が減少していたことを踏
まえ、ＮＴＴ東西における経営効率分析のためのデータの整備を含め、今後の経営効率分析のあ
り方が課題 

 
 
■ プライスキャップの対象役務の変更等 

  ０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話とＦＴＴＨサービスについて、競争ルール全体の枠組みの見直しの動きも
踏まえつつ、将来的にはプライスキャップ制度の対象役務として追加することを検討する必要が
あることに留意しつつ、今後の普及状況等を注視 
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